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「保険調剤に係る不正請求事案」に対する、日本薬剤師会の見解を公表しました。 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先：日本薬剤師会 広報課 

電 話：０３－３３５３－１１７１ 

F A X：０３－３３５３－６２７０ 

 

 

保険調剤に係る不正請求事案について 



保険調剤に係る不正請求事案について 

 

本日、株式会社アイセイ薬局より、同社ホームページを通じて「処

方せんの不適切な取扱いに関するお詫び」と題する内容が公表され

ました。 

本年 4 月にも同様の事案が発覚し、医療保険制度のもとで保険調

剤を担う者としての倫理観が問われる中、一部の薬局における行為

とはいえ、またしても類似の不祥事が発生したことは誠に遺憾です。

保険調剤に対する信頼を失うだけでなく、医療提供施設である薬局

及び医療の担い手である薬剤師に求められる医療人としての倫理を

自ら放棄する行為と言わざるを得ません。 

全国の薬剤師を束ねる職能団体の代表として、国民・患者の方々

に衷心よりお詫び申し上げるとともに、一度失われた信頼を取り戻

すべく、すべての薬剤師が改めて社会に対して果たすべき責任を思

い起こし、真摯に取り組んでいかなければならないことと痛感して

いる次第です。 

今後も、会員はもとより広く全国の薬剤師に対し、さらなる薬剤

師倫理の徹底を図るよう努めて参る所存です。 

 

平成 29 年 8 月 4 日 

日 本 薬 剤 師 会 

会長 山本 信夫 


